
 大和市第８次総合計画　前期基本計画と後期基本計画の変更点

■基本目標を実現するための個別目標とめざす成果 ■具体的な変更点

1-1 心身の健康を維持・増進する 1-1 心身の健康を維持・増進する
1-1-1 市民一人ひとりが健康づくりに取り組んでいる 1-1-1 市民一人ひとりが健康づくりに取り組んでいる
1-1-2 心身の健康を維持するための体制が整っている 1-1-2 心身の健康を維持・増進するための体制が整っている●

1-2 いつでも必要な医療が受けられる 1-2 いつでも必要な医療が受けられる
1-2-1 いざというときに診療を受けられる 1-2-1 いざというときに診療を受けられる
1-2-2 市立病院が地域の基幹病院としての役割を果たしている 1-2-2 市立病院が地域の基幹病院としての役割を果たしている

1-3 支えあいによる地域福祉を推進する 1-3 高齢者や障がい者への支援を充実する
1-3-1 お互いに助け合う地域の関係ができている 1-3-1 高齢者が生き生きと暮らしている
1-3-2 必要な介護サービスの支援を受けられる 1-3-2 必要な介護サービスの支援が受けられる
1-3-3 高齢者が生き生きと暮らしている 1-3-3 障がい者が地域の中で自立した生活を送っている
1-3-3 障がい者が地域の中で自立した生活を送っている 1-4 助け合う福祉のしくみづくりを推進する★

1-4-1 お互いに助け合う地域の関係ができている
1-4-2 社会保障のしくみが安定的に維持されている★

2-1 子どもの健康と安全を守る 2-1 子どもの健康と安全を守る
2-1-1 子どもの心身の健康が保たれている 2-1-1 子どもの心身の健康が保たれている
2-1-2 子どもの人権と安全な生活環境が守られている 2-1-2 子どもの人権と安全な生活環境が守られている

2-2 子どもの生きる力を育む 2-2 子どもの生きる力を育む
2-2-1 子どもが夢や目標をもって学んでいる 2-2-1 子どもが夢や目標をもって学んでいる
2-2-2 子どもが個性・能力にあった教育を受けている 2-2-2 不登校やいじめの問題が少なくなっている★
2-2-3 子どもが様々な体験をしながら育っている 2-2-3 子どもが個性・能力にあった教育を受けている

2-2-4 子どもが様々な体験をしながら育っている
2-3 子どもを育てやすい環境をつくる 2-3 子どもを産み育てやすい環境をつくる●

2-3-1 安心して子育てをしている 2-3-1 安心して子育てをしている
2-3-2 働きながら子育てができている 2-3-2 働きながら子育てができている

3-1 生活の安全性を高める 3-1 災害への対応力を高める
3-1-1 犯罪の不安を感じることなく暮らしている 3-1-1 災害に対して自ら備えをしている
3-1-2 安心して消費生活を送っている 3-1-2 防災・減災のためのしくみが整っている★
3-1-3 交通事故の不安を感じることなく暮らしている 3-1-3 都市の防災機能が充実している

3-1-4 十分な消防力が整っている
3-2 災害への対応力を高める 3-2 生活の安全性を高める

3-2-1 災害に対する危機管理体制が整っている 3-2-1 犯罪の不安を感じることなく暮らしている
3-2-2 災害に対して強いまちになっている 3-2-2 交通事故の不安を感じることなく暮らしている
3-2-3 十分な消防力が整っている 3-2-3 安心して消費生活を送っている

3-3 航空機による被害を解消する 3-3 航空機による被害を解消する
3-3-1 航空機による被害のない生活を送っている 3-3-1 航空機による被害のない生活を送っている

4-1 環境への負荷を減らす 4-1 地球にやさしく活動する★
4-1-1 ごみの減量化、資源化が進んでいる 4-1-1 二酸化炭素の排出量が削減されている
4-1-2 河川の水質が向上している 4-1-2 ごみの減量化、資源化が進んでいる
4-1-3 生活を脅かす環境要因が改善されている 4-1-3 ごみのない清潔なまちが維持されている
4-1-4 環境に配慮して行動している 4-2 水や空気をきれいにする★
4-1-5 ごみのない清潔なまちが維持されている 4-2-1 河川の水質が保たれている●

4-2-2 生活を脅かす環境要因が改善されている
4-2 まちの緑を豊かにする 4-3 まちの緑を豊かにする

4-2-1 緑地が保全され、まちの中の緑化が進んでいる 4-3-1 緑地が保全され、まちの中の緑化が進んでいる
4-2-2 身近な農地が大切にされている 4-3-2 身近な農地が大切にされている

5-1 快適な都市の基盤をつくる 5-1 快適な都市の基盤をつくる
5-1-1 市街地の整備が計画的に進んでいる 5-1-1 市街地の整備が計画的に進んでいる
5-1-2 道路や公園を快適に利用している 5-1-2 良好なまち並みが形成されている
5-1-3 良好なまち並みが形成されている 5-1-3 道路や公園を快適に利用している

5-2 移動しやすい都市をつくる 5-2 移動しやすい都市をつくる
5-2-1 まちの中を快適に移動している 5-2-1 地域交通の利便性が向上している★

5-2-2 自転車を快適に利用している★
6-1 いつでも学べる場と機会を充実する 6-1 いつでも学べる場と機会を充実する

6-1-1 生涯学習に取り組む人が増えている 6-1-1 生涯学習に取り組む人が増えている
6-1-2 スポーツを楽しむ人が増えている 6-1-2 読書をする人が増えている★

6-2 地域のスポーツ活動を推進する★
6-2-1 スポーツを楽しむ人が増えている

6-2 大和の文化を守り育てる 6-3 大和の文化を守り育てる
6-2-1 多様な芸術や文化が育っている 6-3-1 多様な文化や芸術を楽しむ人が増えている●

6-2-2 郷土の文化がしっかりと引き継がれている 6-3-2 郷土の文化がしっかりと引き継がれている
7-1 互いに認め合う社会をつくる 7-1 互いに認め合う社会をつくる

7-1-1 あらゆる差別がなくすべての人が、互いの人権を尊重し合っている 7-1-1 あらゆる差別がなくすべての人が互いの人権を尊重し合っている
7-1-2 男女共同参画が実感できている 7-1-2 男女共同参画が実感できている
7-1-3 地域の中で多文化共生が行われている 7-1-3 地域の中で多文化共生が行われている

7-2 にぎわいのある地域をつくる 7-2 にぎわいのある地域をつくる
7-2-1 商店街や企業が活発に活動している 7-2-1 商店街や企業が活発に活動している
7-2-2 市内で働く人が増え、生き生きと働いている 7-2-2 市内で働く人が増え、生き生きと働いている
7-2-3 地域農産物の消費が安定的に行われている 7-2-3 地域農産物の消費が安定的に行われている
7-2-4 「大和」に多くの人が訪れている 7-2-4 「大和」に多くの人が訪れている

7-3 地域活動・市民活動を活発にする 7-3 地域活動・市民活動を活発にする
7-3-1 地域の活動が活発に行われている 7-3-1 地域の活動が活発に行われている
7-3-2 公共を担う市民や事業者が増えている 7-3-2 公共を担う市民や事業者が増えている

★＝新たに加わった個別目標・めざす成果

●＝表現を変更した個別目標・めざす成果

①ＮＰＯ法人との連携について
「健康づくり施策（個別目標１－１）」、「地域福祉（個別目標１－４）」、
「多文化共生（個別目標７－１）」、「市民活動の活性化（個別目標７－３）」
の推進に関してＮＰＯとの連携に触れるなど、前期計画に比べて数多く記述して
います。

②地域福祉関連について
基本目標１の個別目標１－３において、前期計画で一括的に記載していた地域福
祉の推進に係る記述に関し、後期基本計画では高齢化のさらなる進展などを考慮
し、「高齢者、障がい者」のための施策（介護保険を含む。）と、「地域福祉の
推進」に関する施策について、個別目標レベルから分離しました。なお、後者に
ついては、助け合いによる地域福祉の推進に加え、新たに社会保障の仕組み（生
活保護、国民健康保険など）の安定的な運営に係るめざす成果を新設していま
す。

③子育てに関する新たな支援について
基本目標２の個別目標２－３で、子育て世帯への経済的支援について記載してい
たものに関し、後期基本計画では、「子どもを授かる」ための支援を少子化対策
に寄与する最初の取り組みとして追記しています。具体的には、不妊症や不育症
の治療費の助成の推進について記述しています。

④東日本大震災の教訓について
基本目標３における災害対策に係る記述について、個別目標の１つ目（従前は２
つ目）に記載した上で、めざす成果を「自助及び共助」、「公助」に分割し、記
述内容の充実を図りました。なお、公助の中でも「都市防災」に関する記述につ
いては、めざす成果３として別記しています。

⑤移動交通について
基本目標５の個別目標５－２では、移動しやすい都市づくりに向けた「コミュニ
ティバス」の充実と「自転車」施策の推進について、それぞれめざす成果を設定
し、詳細な記述を設けています。

⑥読書の推進について
基本目標６の個別目標６－１では、生涯学習の中でも、現在、本市が積極的に進
めている「読書活動」の推進について、めざす成果を新設し、詳細な記述を設け
ています。

⑦スポーツ振興について
基本目標６の個別目標６－２として「スポーツ施策」に関する記述を新設し、市
民の新たなスポーツへの関わり方を明示するとともに、総合型地域スポーツクラ
ブの創出を支援するなど、昨年度に策定したスポーツ推進計画との整合性を図っ
ています。

　(２)後期基本計画における特徴的な記述

→　前期基本計画の体系（個別目標:１８・めざす成果４６） 　後期基本計画の体系（個別目標:２１・めざす成果５１）

　前期計画では、総括的に記載していた個別目標ごとの現状分析と今後の方向性
について、後期計画では「現状と課題」、「取り組み方針」に分割したうえで箇
条書きにし、具体性を持った内容となるよう留意しました。
　また、「取り組み方針」に記載した内容を具体的に実行する「主な取り組み」
を明記することで、より実効性の高い計画となっています。

　(１)計画本編の構成

資料２－２ 


